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持続可能なみらいの都市づくりビジョン（原案）への意見及び市の考え方 

 

１ 募集期間：令和７年３月１１日（火）～令和７年４月２１日（月） 

提出件数：２人 ５件 

提出方法：意見募集専用フォーム ２人、郵送 ０人、FAX ０人、窓口持参 ０人 

 

２ 意見の要旨及び市の考え方 

取扱区分：Ａ（原案を修正します）：０件、B（ご意見を踏まえ取組を推進します）：２件、 

Ｃ（原案に盛り込まれています）：０件、D（原案のとおりとします）：３件 

 

№ 該当箇所 頁 市民からの意見（原文） 
取扱 

区分 
市の考え方 

1 
序章 

はじめに 
1 

計画が高齢化と人口減少を前提に作られています。

若者の人口を増やし、税収をアップして、隅々まで行

き届いた行政サービスを市民が享受していく視点が

必要です。 

Ｂ 

P.1 に示すとおり、これまでの都市計画マスタープランによる都市づ

くりにおいても、人口減少・少子高齢化の進展など社会情勢の変化を踏

まえた都市づくりの方向性やまちづくりの整備方針を示し各施策に取

り組んできたところですが、人口の将来推計によると今後も引き続き

人口減少・少子高齢化の進展は避けられない課題です。 

本ビジョンは、そうした社会情勢の変化に対応し、芦屋の魅力を維持

し、子育て世代や高齢者などすべての世代が健康で快適に暮らし続け

られる都市づくりを進めるための指針として策定するものです。 

なお、取組の一つとして、直近では令和 6 年度に策定した芦屋市住

生活基本計画に基づき、人口減少・少子高齢化の緩和につながる事業な

どに取り組んでいるところです。 
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№ 該当箇所 頁 市民からの意見（原文） 
取扱 

区分 
市の考え方 

2 
序章 

はじめに 
1 

立地適正化計画を作っておけば、今後人口減少時に

公共施設の統廃合が、国からの予算措置も増えやり

やすくなるという考えなら、それはどうかと思う。で

あるなら、しばらくは人口が減少局面に入ってもそ

の後にまた増加に転ずる見通しを持てるような、人

口増につながる計画こそ今必要なのではないだろう

か。人口減少社会が続くことを芦屋市として良しと

していないのであれば、次に増加に転ずる方策、施策

にこそいま力点をしっかりと置くことの方が必要だ

と思う。人口が減るから、公共施設を減らせるように

その準備をしておくためということであれば、立地

適正化というもっともらしい言葉の本質が見える。

人口増への展望さえ投げ捨てていくことでいいの

か？建設委員会でのやり取りを聞いてみたが、私に

は当局の説明が不十分に思えた。 

 

B 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法において人口減少と高齢化

を背景として、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な

生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市

経営を可能とする都市づくりを進めていくことを目的として制度化さ

れたものです。 

本市の人口将来推計においても人口減少や少子高齢化の進展は避け

られない課題と考え、立地適正化計画制度を活用した本ビジョンを策

定するものです。 

法に基づく計画を策定することで受けられる国の支援については有

効に活用していきたいと考えています。 

なお、人口減少・少子高齢化の緩和につながる施策の一つとして、令

和 6 年度に策定した芦屋市住生活基本計画に定め、それらによる事業

に取り組んでいるところです。 
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№ 該当箇所 頁 市民からの意見（原文） 
取扱 

区分 
市の考え方 

3 
序章 

はじめに 
1 

立地適正化計画制度に基づくこの街づくりの（原案）

は、果たして現在の芦屋市に必要なものだろうか？

コンパクトシティと言われるものをめざすこの制度

が使われるのは主に市町村合併などで広域化した自

治体などで多いのではないかと思われる。全国でも

半分ほどの自治体が現時点で見送っているのは、居

住誘導の必要性ややり方に疑問があるからではない

だろうか？そうした中で東西 2 ㎞、南北 8 ㎞の最も

コンパクトな部類に入る芦屋市がなぜ今手を上げる

のかがよくわからない。その点での市民への説明が

ないのに、パブコメをされてもという気になる。 

D 

立地適正化計画の考え方として、郊外開発が進み市街地が拡散し人

口減少が進む地方都市のみならず、都市部においても、人口減少と高齢

化を背景として、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適

な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都

市経営を可能とする都市づくりを実現するために計画策定が有効とさ

れています。 

P.1「(2)これからの都市づくりに求められる視点」で本ビジョン策定

の必要性を述べているように、本市も全国的な流れと同様に、当面の間

は急激ではないものの人口が減少し、今までにない高齢化が進む予測

であることから、これからは立地適正化計画制度に示されている持続

的な発展を可能とする都市を目指し、中長期的に居住地や都市機能の

配置など都市構造を誘導する都市づくりの指針を、人口減少などによ

る大きな課題が生じていない現段階から示すことが必要と考え本ビジ

ョンを策定しています。 

 



4 

 

№ 該当箇所 頁 市民からの意見（原文） 
取扱 

区分 
市の考え方 

4 

第 3 章 

目指すべ

き都市の

骨格構造

と居住や

都市機能

に関する

設定 

60 

そうした思いを抱くのは、第 3 章の（５）「本市にお

ける誘導施設の設定」であげられているのが「大規模

商業施設」「行政機能を有する施設」で、二つの誘導

地域の実態を追認するだけのものでしかないからで

ある。それぞれの地域には、モンテメールやラポル

テ、浜のダイエー、マルハチ・コーナンなどの大規模

商業施設がありますよ、行政機能としては市役所が

ありますよと書いてあるだけなのだから。市民に問

うのであれば、その次を市はこう考えているんです

ということが必要ではないか。こんなことを仕事と

して、64 ページにも及ぶ計画（原案）作成の意味が

あるのかと思わざるを得ない。 

 

D 

立地適正化制度における都市機能誘導区域や誘導施設の考え方につ

いては、新たなものを整備していくということだけでなく、既に利便性

の高い場所に立地している施設を維持し拡散を防止するという目的も

あることから、そうした維持・拡散防止が必要な施設として「大規模商

業施設」と「行政機能を有する施設」を設定しています。 

一方で、P.58「(3)誘導施設の考え方」に示すとおり、日常生活で利

用される医療・福祉・商業などの生活利便施設は、既に市街化区域内に

一様に分布し、日頃の暮らしの利便性を高めていることから、それら施

設は都市機能誘導区域への誘導をせず、分散した配置をすることで生

活利便性の維持を図ります。 

また、区域や施設については、生活の利便性の維持・向上が図られる

よう人口や社会の変化を踏まえ、適宜見直しを行います。 

 

5 該当なし  

パブコメは、一方通行でやり取りはできない。また、

当局の判定・意見は、木で鼻をくくったようなものが

多い。パブコメの市民意見がどれだけその思いを汲

んでもらえるのかと思いながら、なくしてはいけな

い制度だと思いなるべく募集にこたえようとしてい

る。こんなの意味があるのかと思いながらこうして

意見を出している。 

 

D 

ご意見をいただきありがとうございます。パブリックコメントの制

度は、市政に対する市民の声を広く聴くための重要な手段の 1 つと考

えています。今後も引き続きご意見を賜れたら幸いです。 

 

 


